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第１章 総則 
 
 （約款の適用） 
第１条 郵便事業株式会社（以下「当社」といいます。）は、郵便法（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」

といいます。）第６７条及び第６８条の規定に基づき定めるこの電子郵便約款（料金表を含みます。以下「約

款」といいます。）により、電子郵便の役務を提供します。 
２ この約款に定めのない事項については、内国郵便約款、法令又は一般の慣習によります。 
 
 （約款の変更） 
第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。 
 
 （用語の定義） 
第３条 この約款において使用する用語は、法及び法に基づく総務省令並びに内国郵便約款において使用する用

語の例によるほか、次の用語についてはそれぞれ次の意味で使用します。 
 

区  別 意    味 
１ 電子情報処理組織  当社の使用に係る電子計算機（入出力装置を含みます。以下同じとしま

す。）と差出人の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織 
２ 電磁的方法 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができ

ない方法 
 
 （電子郵便の定義） 
第４条 電子郵便は、次条（取扱内容）、第１９条（取扱内容）、第３８条（取扱内容）及び第４５条（取扱内

容）の規定により郵便物を送達する特殊取扱とし、次の区別により取り扱います。 
 (1) ファクシミリ送信型電子郵便 
 (2) コンピュータ発信型電子郵便 
 (3) 電子内容証明郵便 
 (4) 電話利用型電子郵便 
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   第２章 ファクシミリ送信型電子郵便 
 
 （取扱内容） 
第５条 ファクシミリ送信型電子郵便の取扱いは、事業所において、次により、これをします。 

(1) (2)に掲げるもの以外のもの 
ア ファクシミリ送信型電子郵便とする郵便物（以下「ファクシミリ送信型電子郵便物」といいます。）を

引き受けたときは、速やかにファクシミリ送受信装置（以下単に「送受信装置」といいます。）による送

信並びに電子計算機による通信文又は図画等の読取り及び送信を行うこと。ただし、送受信装置が設置

されていない事業所においてファクシミリ送信型電子郵便物を引き受けたときは、最も速やかな運送便

により遅滞なく送受信装置が設置されている事業所に運送し、速やかに送受信装置による送信並びに電

子計算機による通信文又は図画等の読取り及び送信を行うこと。 
  イ 通信文又は図画等を受信した後、次により送達すること。 

(ｱ) 第７条（作成方法）第１項(1)ア及びイの規定により封筒型電子郵便あて名用紙及び封筒型電子郵便
用紙を使用して作成されたもの 
電子計算機により、封筒型電子郵便通信文用紙に黒色のみで通信文又は図画等を印字し、又は記載し、

その通信文用紙を電子郵便封筒に納め、速達郵便物の例によること。 
(ｲ) 第７条（作成方法）第１項(1)ア及びイの規定により台紙型電子郵便あて名用紙及び台紙型電子郵便
用紙を使用して作成されたもの 
電子計算機により、台紙型電子郵便通信文用紙に黒色のみで通信文又は図画等を印字し、又は記載し、

その通信文用紙を電子郵便台紙に納め、速達郵便物の例によること。 
 (2) 第９条（差出方法等）第９項の規定により差し出されるもの 
ア ファクシミリ送信型電子郵便物を引き受けたときは、電子計算機による通信文又は図画等の読取り及

び送信を行うこと。 
イ 通信文又は図画等を受信した後、次により送達すること。 

(ｱ) 第７条（作成方法）第１項(2)ウの規定により封筒型電子郵便通信文用紙を指定して作成されたもの 
   電子計算機により、封筒型電子郵便通信文用紙に黒色のみ又は白色以外の色（その色が黒色のみで

ある場合を除きます。以下同じとします。）で通信文又は図画等を印字し、又は記載し、その通信文用

紙を電子郵便封筒に納め、速達郵便物の例によること。 
(ｲ) 第７条（作成方法）第１項(2)ウの規定により台紙型電子郵便通信文用紙を指定して作成されたもの 
   電子計算機により、台紙型電子郵便通信文用紙に黒色のみ又は白色以外の色で通信文又は図画等を

印字し、又は記載し、その通信文用紙を電子台紙に納め、速達郵便物の例によること。 
２ 前項(1)イ及び(2)イの封筒型電子郵便通信文用紙及び台紙型電子郵便通信文用紙は、当社が別に定める大き
さのものとし、その枚数は当社が別に定める枚数以内とします。 

 
（注１） 第２項の当社が別に定める大きさは、次のとおりとします。 
     

通信文用紙の種類 大きさ 
１ 封筒型電子郵便通信文用紙 日本工業規格Ａ４ 
２ 台紙型電子郵便通信文用紙 日本工業規格Ａ５ 

 
（注２） 第２項の当社が別に定める枚数は、５枚とします。 

 
 （対象郵便物） 
第６条 ファクシミリ送信型電子郵便の取扱いは、次条（作成方法）の規定により作成された文書又は通信文等

を内容とする第一種郵便物につき、これをします。 
２ ファクシミリ送信型電子郵便物は、これを他の特殊取扱とすることができません。 
 
 （作成方法） 
第７条 ファクシミリ送信型電子郵便物は、次の区別に従い、それぞれ次により作成していただきます。 
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 (1) (2)に掲げるもの以外のもの 
ア あて名は、封筒型電子郵便あて名用紙又は台紙型電子郵便あて名用紙（以下「あて名用紙」と総称し

ます。）の所定の欄に記載すること。 
イ 内容文書は、封筒型電子郵便あて名用紙を使用する場合にあっては封筒型電子郵便用紙、台紙型電子

郵便あて名用紙を使用する場合にあっては台紙型電子郵便用紙を使用して作成すること。 
ウ 封筒型電子郵便あて名用紙、台紙型電子郵便あて名用紙、封筒型電子郵便用紙及び台紙型電子郵便用

紙は、当社が別に定める規格及び様式により作成すること。 
 (2) 第９条（差出方法等）第９項の規定により差し出されるもの 
ア 内容である通信文、図画、あて名等を第９条（差出方法等）第１項の事業所が指示するところにより

記録すること。 
イ アの記録（図画の記録を除きます。）は、仮名、漢字、数字、英字及び括弧、句点その他一般に記号と

して使用されるものにより行うこと。 
ウ アの事業所が指示するところにより封筒型電子郵便通信文用紙又は台紙型電子郵便通信文用紙のいず

れかを指定すること。 
エ アの記録は、同アの事業所が指示するデータの容量の範囲内において行うこと。 

２ あて名のみが異なる２通以上のファクシミリ送信型電子郵便物を作成するときは、内容文書又は内容である

通信文等については、１通分を作成することで足ります。 
 
（注） 第１項(1)ウの当社が別に定める規格及び様式は、別記１のとおりとします。 
 
第８条 削除 
 
 （差出方法等） 
第９条 ファクシミリ送信型電子郵便物（第７条（作成方法）第１項(1)の規定により作成されたものに限りま
す。以下次項から第８項までにおいて同じとします。）は、同条第１項(1)の規定により作成したあて名用紙及
び内容文書を封筒に、郵便物の受取人ごと（同条第２項の規定により作成した文書を内容とするものにあって

は、１枚の封筒）に納め、事業所に差し出し、又は郵便差出箱に差し入れていただきます。ただし、送受信装

置が設置されている事業所に差し出す場合は、封筒に納めることを要しません。 
２ ファクシミリ送信型電子郵便物は、事業所が必要と認めたときは、その事業所の指定するところにより、郵

便業務従事者に差し出すことができます。 
３ ファクシミリ送信型電子郵便物は、第１項の規定によるほか、差出人の設置する送受信装置からの送信によ

り、送受信装置が設置されている事業所であって当社が別に定めるものに差し出すことができます。 
４ 前項の規定により送受信装置からの送信によりファクシミリ送信型電子郵便物を差し出そうとする者は、当

社が別に定めるところにより、送受信装置が設置されている事業所であって当社が別に定めるものの承認を受

けていただきます。この場合において、承認は、当社が別に定める条件を満たしている場合に、これをします。 
５ 第３項の規定により送受信装置からの送信によりファクシミリ送信型電子郵便物を差し出そうとする者が、

前項の承認及び次条（料金の支払方法）第５項後段に規定する料金後納の承認を受けようとする場合は、当社

が別に定めるところにより、届出をしていただきます。 
６ ファクシミリ送信型電子郵便物は、第１項及び第３項の規定によるほか、送受信装置が設置されている事業

所であって当社が別に定めるものに、その事業所の指示するところにより、電話を利用して差し出すことがで

きます。 
７ 前項の規定によりファクシミリ送信型電子郵便物を差し出そうとする者は、当社が別に定めるところにより、

送受信装置が設置されている事業所であって当社が別に定めるものの承認を受けていただきます。この場合に

おいて、承認は、当社が別に定める条件を満たしている場合に、これをします。 
８ 第６項の規定によりファクシミリ送信型電子郵便物を差し出そうとする者が、前項の承認及び次条（料金の

支払方法）第５項後段の規定による料金後納の承認を受けようとする場合は、当社が別に定めるところにより、

届出をしていただきます。 
９ ファクシミリ送信型電子郵便物（第７条（作成方法）第１項(1)の規定により作成されたものを除きます。
以下次項から第１６項までにおいて同じとします。）は、当社が別に定めるところにより電子情報処理組織を

使用して、当社が別に定める事業所に差し出していただきます。 
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１０ 前項の規定によりファクシミリ送受信型電子郵便物を差し出そうとする者（以下この章において「利用

者」といいます。）であって次条（料金の支払方法等）第７項の規定に基づき料金後納とするものは、当社

が別に定めるところにより差出事業所に電子情報処理組織を使用して申出をし、その承認を受けていただ

きます。この場合において、その利用者は差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置

から入力していただきます。 
１１ 次条（料金の支払方法等）第９項の規定に基づき内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の規定

によりファクシミリ送信型電子郵便物の料金及び電子郵便料を支払おうとする利用者は、当社が別に定め

るところにより差出事業所に電子情報処理組織を使用して申出をし、その承認を受けていただきます。こ

の場合において、その利用者は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力

していただきます。 
１２ 前２項の承認は、それぞれ次に定める場合にこれをするものとし、それぞれの承認をしたときは、電子情

報処理組織を使用してそれぞれの利用者にその旨を通知します。このとき、差出事業所は、電子情報処理

組織を使用して利用者にその差出事業所が指定する記号番号（以下この章において「利用者記号番号」と

いいます。）を通知します。 
 

区   別 承認する場合 
(1) 第１０項の承認  差出事業所が次条（料金の支払方法等）第７項に規定する料金後納の承認（後

納郵便物の差出方法について承認を要する場合は、その承認を含みます。第１５

項及び第１１条の２（料金の支払方法に関する事項の変更承認）第２項において

同じとします。）を受けた者であることを確認した場合 
(2) 第１１項の承認  内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の料金の支払について、その

支払義務者から委託を受けた者（以下「指定会社等」といいます。）が利用者か

ら委託を受けた旨を差出事業所に通知した場合 
 
１３ 第２１条（差出方法等）第４項又は第５項の承認を受けた利用者は、それぞれ第１０項又は第１１項の承

認を受けたものとみなします。 
１４ 第１０項若しくは第１１項の承認を受け、又は前項の規定によりこれらの承認を受けたものとみなされた

ファクシミリ送信型電子郵便物の差出人は、差出しの際、当社が別に定めるところにより、電子情報処理

組織を使用して差出事業所に当社が別に定める事項を通知していただきます。この場合において、その差

出人は、差出事業所の指示に従い、その事項を入出力装置から入力していただきます。 
１５ 差出事業所は、次に定める差出人について、それぞれ次に定める場合には、ファクシミリ送信型電子郵便

物を引き受けないものとし、電子情報処理組織を使用してその差出人にその旨を通知します。 
 

区   別 引き受けない場合 
(1) 第１０項の承認を受けた差
出人（第１３項の規定により

第１０項の承認を受けたもの

とみなされたものを含みま

す。） 

 差出事業所が次条（料金の支払方法等）第７項に規定する料金後納

の承認を受けていることを確認できない場合 

(2) 第１１項の承認を受けた差
出人（第１３項の規定により

第１１項の承認を受けたもの

とみなされたものを含みま

す。） 

 指定会社等から、差出人からの委託を受けない旨又は前項の通知に

係るファクシミリ送信型電子郵便物の料金及び電子郵便料について内

国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の規定に基づくその料

金の支払若しくはその料金に係る金銭債権の買取代金の支払をしない

旨を通知された場合 
 
１６ 差出事業所は、ファクシミリ送信型電子郵便物を引き受けたときは、電子情報処理組織を使用して差出人

にその旨を通知します。 
１７ ファクシミリ送信型電子郵便物（第１項ただし書、第３項、第６項又は第９項の規定により差し出すもの

を除きます。）には、その表面の見やすい所にファクシミリ送信型電子郵便とする旨を朱記していただきま
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す。 
 
（注１） 第３項、第４項、第６項及び第７項の当社が別に定めるものは、支社が指定した事業所（郵便局等を

除きます。）とします。 
（注２） 第４項の当社が別に定めるところは、あらかじめ当社所定の書面を提出していただくこととします。 
（注３） 第４項の当社が別に定める条件は、次のとおりとします。 

１ ファクシミリグループ三型の送受信装置又はファクシミリグループ四型の送受信装置（ファクシ

ミリグループ三型の送受信装置と通信ができるものに限ります。）を設置しており、かつ、事業所の

送受信装置に対して良好に送信できる者であること。 
２ 自己の設置するファクシミリ送受信装置を用いてファクシミリ送信型電子郵便物を差し出すため

（注１）の書面を提出する事業所の料金後納の承認を受けていること。 
（注４） 第５項の当社が別に定めるところは、あらかじめ当社所定の書面を第４項の事業所に提出していただ

くこととします。 
（注５） 第７項の当社が別に定めるところは、あらかじめ当社所定の書面にあて名用紙（差出人の氏名及び住

所又は居所を記載したものに限ります。）及び第７条（作成方法）の規定により作成した内容文書を添

えて同項の事業所に提出していただくこととします。 
（注６） 第７項の当社が別に定める条件は、同項の事業所の料金後納の承認を受けていることとします。 
（注７） 第８項の当社が別に定めるところは、あらかじめ当社所定の書面を第７項の事業所に提出していただ

くこととします。 
（注８） 第９項、第１１項及び第１４項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所

の電子計算機へ「https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/」のあて先で接続し、その電子計
算機へ送信していただくこととします。 

（注９） 第９項の当社が別に定める事業所は、新東京支店とします。 
（注１０） 第１０項の当社が別に定めるところは、料金後納の承認（他店差出承認を要する場合は、その承認

を含みます。）を受けた後に、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ（注８）に規定

するあて先で接続し、その電子計算機へ送信していただくこととします。  
（注１１） 第１０項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
     １ 利用者の氏名及び住所又は居所並びに電子メールアドレス 
     ２ 照合記号番号（差出事業所が指示する方法に従って利用者が自由に設定した記号又は番号をいい

ます。以下この章において同じとします。） 
     ３ 連絡先 

４ 内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項に規定する承認に際し当社が指定した番号 
５ その他差出事業所が指示する事項 

（注１２） 第１１項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
１ （注１１）の１から３までに規定する事項 
２ 利用するクレジットカードに記載されている事項（有効期限その他差出事業所が指示するものに

限ります。） 
     ３ 指定会社等の名称 
     ４ ファクシミリ送信型電子郵便物の料金及び電子郵便料に関する支払請求書については、指定会社

等に送付することを依頼する旨 
     ５ その他差出事業所が指示する事項 
（注１３） 第１４項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
     １ 照合記号番号及び利用者記号番号 
     ２ 色の区別 
     ３ 合計料金 
     ４ その他差出事業所が指示する事項 
 
 （料金の支払方法等） 
第１０条 前条（差出方法等）第１項ただし書の規定により差し出す郵便物は、料金別納又は料金後納としてい

ただきます。この場合において、その郵便物については、内国郵便約款第４９条（別納料金の支払方法等）第
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３項及び第４項並びに第５４条（後納郵便物の差出方法）第２項及び第３項の規定は適用しません。 
２ 前条（差出方法等）第１項の規定により差し出す郵便物で料金別納とするものは、内国郵便約款第４９条

（別納料金の支払方法等）第２項の規定により別納郵便物を差し出すことができる事業所のほか、送受信装置

が設置されている事業所にこれを差し出すことができます。 
３ 前条（差出方法等）第１項又は第２項の規定により差し出す郵便物は、内国郵便約款第４８条（料金別納）

第１項の規定にかかわらず、１通から料金別納とすることができます。 
４ 前条（差出方法等）第１項の規定により差し出す郵便物は、内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項の事

業所の承認を受けて料金後納とすることができます。 
５ 前条（差出方法等）第３項又は第６項の規定により差し出す郵便物は、料金後納としていただきます。この

場合において、毎月の差出通数が後納郵便物の差出条件として当社が別に定める通数未満の場合であっても、

前条（差出方法等）第３項の規定により差し出す郵便物については同条第４項の事業所の、同条第６項の規定

により差し出す郵便物については同条第７項の事業所の承認を受けて料金後納とすることができるものとし、

その郵便物については、内国郵便約款第５４条（後納郵便物の差出方法）第１項及び第２項の規定は適用しま

せん。 
６ 前項の規定により料金後納とする郵便物（前条（差出方法等）第３項の規定により差し出すものに限りま

す。）は、当社が別に定めるところにより差し出していただきます。 
７ 前条（差出方法等）第９項の規定により差し出す郵便物は、料金後納としていただきます。この場合におい

て、内国郵便約款第５４条（後納郵便物の差出方法）第１項及び第２項の規定は適用しません。 
８ 前項の規定により料金後納とする郵便物は、当社が別に定めるところにより差し出していただきます。 
９ 前条（差出方法等）第９項の規定により差し出す郵便物の料金及び電子郵便料は、第７項の規定にかかわら

ず、内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）に規定するところにより、差出人が指定会社等に委託し、

支払うことができます。 
１０ 前項の規定により、ファクシミリ送信型電子郵便物の料金及び電子郵便料を支払う場合にあっては、料金

別納としていただきます。この場合においては、内国郵便約款第３章第２節第２款（料金別納）の規定

（第４９条（別納料金の支払方法等）第４項を除きます。）は適用しません。 
１１ 指定会社等が、第９項の郵便物の料金及び電子郵便料又はそれらの料金に係る金銭債権の買取代金を当社

の指示に従い当社の指定する預金口座への振込の方法により支払ったときは、それらの料金は、内国郵便

約款第６５条（クレジットカード払等）の規定に基づき支払われたものとみなします。 
１２ 指定会社等が第９項の郵便物の料金及び電子郵便料又はそれらの料金に係る金銭債権の買取代金を前項の

規定により支払わない場合にあっては、その郵便物の差出人は、当社の指示に従いその料金を支払ってい

ただきます。 
 
（注１） 第５項の当社が別に定める通数は、５０通（当社が提供する郵便以外の送達役務に係る差出個数を含

みます。）とします。 
（注２） 第６項の当社が別に定めるところは、当社所定の書面を添えて差し出していただくこととします。 
（注３） 第８項の当社が別に定めるところは、内国郵便約款第５４条（後納郵便物の差出方法）（注１）の３

の前段及び４から12までに定めるところによります。 
 
 （承認請求に係る申出内容の変更届） 
第１１条 第９条（差出方法等）第４項又は第７項の承認を受けた者は、その承認請求の際に申し出た内容を変

更するときは、当社が別に定めるところにより、届出をしていただきます。 
２ 第９条（差出方法等）第１０項又は第１１項の承認を受けた利用者は、これらの規定に規定する事項（当社

が別に定めるものを除きます。）を変更するときは、当社が別に定めるところにより差出事業所に電子情報処

理組織を使用して届出をしていただきます。この場合において、その利用者は、差出事業所の指示に従い、当

社が別に定める事項を入出力装置から入力していただきます。 
 
（注１） 第１項の当社が別に定めるところは、直ちに当社所定の書面を第９条（差出方法等）第４項又は第７

項の事業所に提出していただくこととします。 
（注２） 第２項の当社が別に定めるものは、次のとおりとします。 
    １ 内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項に規定する承認に際し当社が指定した番号 
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２ クレジットカードに記載されている事項（有効期限を除きます。） 
３ 指定会社等の名称 
４ ファクシミリ送信型電子郵便物の料金及び電子郵便料に関する支払請求書については、指定会社等

に送付することを依頼する旨 
（注３） 第２項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信して
いただくこととします。 

（注４） 第２項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ 氏名及び住所又は居所 
    ２ 照合記号番号及び利用者記号番号 
    ３ 変更年月日 
    ４ 変更の内容 
 
（料金の支払方法に関する事項の変更承認） 
第１１条の２ 第９条（差出方法等）第１０項又は第１１項の承認を受けた利用者は、その承認に係る料金の支

払方法に関する事項（当社が別に定めるものに限ります。）を変更するときは、当社が別に定めるところによ

り差出事業所に電子情報処理組織を使用して申出をし、その承認（以下この条において「変更承認」といいま

す。）を受けていただきます。この場合において、その利用者は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定め

る事項を入出力装置から入力していただきます。 
２ 変更承認は、次に定める事項についてそれぞれ次に定める場合にこれをするものとし、それぞれの変更承認

をしたときは、電子情報処理組織を使用してその利用者にその旨を通知します。 
 

区   別 変更承認をする場合 
１ 第９条（差出方法等）第１０項の承認に係

る料金後納に関する事項 
 差出事業所が第１０条（料金の支払方法等）第７項に

規定する料金後納の承認を受けた者であることを確認し

た場合 
２ 第９条（差出方法等）第１１項の承認に係

る内国郵便約款第６５条（クレジットカード

払等）の規定による料金の支払に関する事項 

 内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の料

金の支払について、指定会社等が利用者から委託を受け

た旨を差出事業所に通知した場合 
 
 
（注１） 第１項の当社が別に定めるものは、次のとおりとします。 
    １ 内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項に規定する承認に際し当社が指定した番号 

２ クレジットカードに記載されている事項（有効期限を除きます。） 
３ 指定会社等の名称 

（注２） 第１項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信して
いただくこととします。 

（注３） 第１項の当社が別に定める事項は、前条（承認請求に係る申出内容の変更届）（注４）のとおりとし

ます。 
 
 （みなし承認利用者の承認に係る変更） 
第１１条の３ 第９条（差出方法等）第１３項の規定により同条第１０項又は第１１項の承認を受けたものとみ

なされた利用者（以下この章において「みなし承認利用者」といいます。）が、第２３条（承認請求に係る申

出内容の変更届）の規定による届出をした場合は、その届出に係る事項について第１１条（承認請求に係る申

出内容の変更届）第２項の規定による届出がなされたものとみなします。 
２ みなし承認利用者が、第２３条の２（料金の支払方法に関する事項の変更承認）第１項の承認を受けた場合

は、その承認に係る事項について、前条（料金の支払方法に関する事項の変更承認）第１項の承認を受けたも

のとみなします。 
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 （差出廃止届） 
第１２条 第９条（差出方法等）第４項又は第７項の承認を受けた者は、同条第３項又は第６項の規定によりフ

ァクシミリ送信型電子郵便物を差し出す必要がなくなったときは、当社が別に定めるところにより、届出をし

ていただきます。この場合において、その承認を行った事業所は、ファクシミリ送信型電子郵便物の差出しに

係る料金後納の承認を取り消します。 
２ 第９条（差出方法等）第１０項若しくは第１１項の承認を受けた利用者又はみなし承認利用者は、同条第９

項の規定によりファクシミリ送信型電子郵便物を差し出す必要がなくなったときは、当社が別に定めるところ

により電子情報処理組織を使用して届出をしていただきます。この場合において、その届出をする利用者は、

差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力していただきます。  
 
（注 1） 第１項の当社が別に定めるところは、直ちに当社所定の書面を第９条（差出方法等）第４項又は第７

項の事業所に提出していただくこととします。 
（注２） 第２項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信して
いただくこととします。 

（注３） 第２項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ 氏名及び住所又は居所 
    ２ 照合記号番号及び利用者記号番号 
    ３ 差出しを廃止する年月日 
 
（電子情報処理組織による申出等の到達の時点） 
第１２条の２ 第９条（差出方法等）第１０項又は第１１項の規定によりされた申出、同条第１４項の規定によ

りされた通知並びに第１１条（承認請求に係る申出内容の変更届）第２項の規定によりされた届出、第１１条

の２（料金の支払方法に関する事項の変更承認）第１項の規定によりされた申出及び前条（差出廃止届）第２

項の規定によりされた届出は、差出事業所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたと

きに差出事業所に到達したものとみなします。 
 
 （引受けの停止） 
第１３条 第９条（差出方法等）第４項又は第７項の承認を受けた者が、内国郵便約款第５０条（料金後納）第

３項の規定により料金後納の取扱いの停止を受けたときは、その停止を受けている間、その承認を行った事業

所は、第９条（差出方法等）第３項又は第６項の規定によるファクシミリ送信型電子郵便物の引受けを停止し

ます。 
２ 第９条（差出方法等）第１０項の承認を受けた利用者又は同項の承認に係るみなし承認利用者が、次のいず

れかに該当するときは、差出事業所は、同条第９項の規定によるファクシミリ送信型電子郵便物の引受けを停

止します。 
(1) 内国郵便約款第５０条（料金後納）第３項の規定により料金後納の取扱いの停止を受けた場合 
(2) 第１１条（承認請求に係る申出内容の変更届）の規定による届出をしなかった場合 
３ 第９条（差出方法等）第１１項の承認を受けた利用者又は同項の承認に係るみなし承認利用者が、次のいず

れかに該当するときは、差出事業所は、同条第９項の規定によるファクシミリ送信型電子郵便物の引受けを停

止します。 
(1) 指定会社等が第１０条（料金の支払方法等）第１１項の規定による支払をしなかった場合 
(2) 前項(2)に規定する場合 

 
 （承認の取消し） 
第１４条 第９条（差出方法等）第４項又は第７項の承認を受けた者が、同条第４項又は第７項の条件を満たさ

なくなったときは、その承認を行った事業所は、その承認を取り消します。この場合において、その事業所は、

同条第３項又は第６項の規定により差し出されるファクシミリ送信型電子郵便物の差出しに係る料金後納の承

認を併せて取り消します。 
２ 第９条（差出方法等）第１０項の承認を受けた利用者が、次のいずれかに該当する場合は、その承認を行っ

た事業所は、その承認を取り消します。 
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(1) 前条（引受けの停止）第２項の規定によりファクシミリ送信型電子郵便物の引受けを停止してもなお義
務を履行しないとき。 

(2) １年以上ファクシミリ送信型電子郵便物（第９条（差出方法等）第９項の規定により差し出すものに限
ります。以下この条において同じとします。）の差出しをしなかったとき。 

(3) 内国郵便約款第５０条（料金後納）第３項の規定により料金後納の承認を取り消されたとき。 
３ 第９条（差出方法等）第１１項の承認を受けた利用者が、次のいずれかに該当する場合は、その承認を行っ

た事業所は、その承認を取り消します。 
(1) 前条（引受けの停止）第３項の規定によりファクシミリ送信型電子郵便物の引受けを停止しても指定会
社等又は差出人がなお義務を履行しないとき。 

(2) １年以上ファクシミリ送信型電子郵便物の差出しをしなかったとき。 
(3) 指定会社等が第９条（差出方法等）第１１項の承認を受けた利用者からの委託を受けない旨その他その
利用者に係る第１０条（料金の支払方法等）第９項の規定に基づく内国郵便約款第６５条（クレジットカ

ード払等）の料金の支払に支障がある旨を申し出たとき。 
(4) 指定会社等が内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の規定に基づく指定を取り消されたとき。 
４ 第９条（差出方法等）第１０項の承認に係るみなし承認利用者が、第２６条（承認の取消し）第２項の規定

により第２１条（差出方法等）第４項の承認を取り消された場合又は第２項(1)若しくは(2)のいずれかに該当
する場合は、第９条（差出方法等）第１３項の規定は適用しません。 
５ 第９条（差出方法等）第１１項の承認に係るみなし承認利用者が、第２６条（承認の取消し）第３項の規定

により第２１条（差出方法等）第５項の承認を取り消された場合又は第３項(1)若しくは(2)のいずれかに該当
する場合は、第９条（差出方法等）第１３項の規定は適用しません。 

 
 （料金受取人払） 
第１５条 当社が別に定めるところにより印刷したあて名用紙を用いて差し出すファクシミリ送信型電子郵便物

（第９条（差出方法等）第９項の規定により差し出されるものを除きます。）については、料金受取人払の取

扱いをします。 
２ 前項の規定による料金受取人払の取扱いについては、内国郵便約款第３章第２節第５款（料金受取人払）の

規定に準じます。 
 
（注） 第１項の当社が別に定めるところは、別記２に定めるところによります。 
 
 （慶弔扱い） 
第１６条 ファクシミリ送信型電子郵便物の差出人は、差出しの際、慶祝又は弔慰の取扱いを請求することがで

きます。 
２ 前項の請求があった場合には、慶祝用又は弔慰用の電子郵便封筒又は電子郵便台紙を使用します。 
３ ファクシミリ送信型電子郵便物（第７条（作成方法）第１項(1)の規定により台紙型電子郵便あて名用紙及
び台紙型電子郵便用紙を使用して作成されたもの並びに同項(2)の規定により台紙型電子郵便通信文用紙を指
定して作成されたものに限ります。）の差出人は、第１項の取扱いを請求する際、前項の電子郵便台紙に代え、

当社が調製した特別の電子郵便台紙のいずれかの使用を請求することができます。 
４ 当社は、前項に規定する特別の電子郵便台紙を使用する地域又は期間を限定することがあります。 
 
 （配達日指定） 
第１７条 ファクシミリ送信型電子郵便物の差出人は、差出しの際、差出しの日の翌日（郵便差出箱に差し入れ

る場合にあっては翌々日）から起算して１０日以内の日に限り、その郵便物の配達日を指定することができま

す。 
 
（配達時間帯希望） 
第１７条の２ 前条の規定により配達日を指定したファクシミリ送信型電子郵便物で、差出しの際、差出人が希

望する時間帯（当社が別に定めるものに限ります。）にその郵便物を配達する取扱いを請求するものについて

は、これをその希望した時間帯に配達します。ただし、配達事業所の業務上の支障等により、その希望した時

間帯に配達することができないことがあります。 
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（注） 当社が別に定める時間帯は、次のいずれかのものとします。 
   １ 午前９時頃から正午頃まで 
   ２ 正午頃から午後７時頃まで 
 
 （取扱いを終了した文書等の返還） 
第１８条 ファクシミリ送信型電子郵便物（第９条（差出方法等）第３項、第６項又は第９項の規定により差し

出すものを除きます。）の差出人は、差出しの際、第５条（取扱内容）第１項(1)のアの取扱いを終了した文書
（あて名用紙を含みます。）及びその文書を納めた封筒の返還を請求することができます。この場合において、

その郵便物（第９条（差出方法等）第１項ただし書の規定により差し出すものを除きます。）には、その表面

の見やすい所に返還先及び要返還の旨を記載していただきます。 
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第３章 コンピュータ発信型電子郵便 
 
 （取扱内容） 
第１９条 コンピュータ発信型電子郵便の取扱いは、事業所において、次により、これをします。 

(1) (2)に掲げるもの以外のもの 
ア コンピュータ発信型電子郵便とする郵便物（以下「コンピュータ発信型電子郵便物」といいます。）を

引き受けたときは、電子計算機により通信文又は図画等を読み取り、送信を行うこと。 
イ 通信文又は図画等を受信した後、電子計算機により通信文用紙に黒色のみで印字し、又は記載し、次

の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかにより作成した郵便物は、特殊取扱としない郵便物の例により送達すること。 
   (ｱ) 通信文用紙をコンピュータ発信型電子郵便封筒に納めて封かんすること。 
   (ｲ) 通信文用紙を折り曲げて密着すること（コンピュータ発信型電子郵便物の差出人の申出がある場合

に限ります。）。 
(2) 第２１条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出されたもの 
 ア コンピュータ発信型電子郵便物を引き受けたときは、電子計算機により通信文又は図画等を読み取り、

送信を行うこと。 
イ 通信文又は図画等を受信した後、電子計算機により通信文用紙に黒色のみ又は白色以外の色で印字し、

又は記載し、その通信文用紙をコンピュータ発信型電子郵便封筒に納めて封かんし、特殊取扱としない

郵便物の例により送達すること。 
２ 当社が別に定める地域にあてて差し出されたコンピュータ発信型電子郵便物については、前項(1)アの送信
を行わないことがあります。この場合において、その郵便物については、電子計算機により通信文用紙に印字

し、前項(1)イ(ｱ)又は(ｲ)のいずれかにより作成した上、特殊取扱としない郵便物の例により送達します。 
３ コンピュータ発信型電子郵便物（第１項(1)イ(ｱ)に規定する取扱いをするものに限ります。）の差出人は、差
出しの際、当社が別に定める規格及び様式の印刷物その他の紙片（１通につき８部以内に限ります。以下「印

刷物」といいます。）をコンピュータ発信型電子郵便物に同封することを請求することができます。 
４ 第１項(1)イの通信文用紙及びコンピュータ発信型電子郵便封筒は、当社が別に定める規格及び様式により
当社以外の者が作成（以下「私製」といいます。）することができます。 

 
（注１） 第２項の当社が別に定める地域は、別記３のとおりとします。 
（注２） 第３項の当社が別に定める規格及び様式は、別記４のとおりとします。 
（注３） 第４項の当社が別に定める規格及び様式は、別記５のとおりとします。 
 
 （対象郵便物） 
第２０条 コンピュータ発信型電子郵便の取扱いは、次により作成された通信文等を内容とする第一種郵便物に

つき、これをします。 
(1) 内容である通信文、図画、あて名等を、次条（差出方法等）第１項の事業所が指定するところにより記
録する。 

(2) (1)の記録（図画の記録を除きます。）は、仮名、漢字、数字、英字及び括弧、句点その他一般に記号とし
て使用されるものにより行う。 

(3) (1)の記録は、次条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出されるものにあっては、同項の事業所が
指示するデータの容量の範囲において行う。 

２ コンピュータ発信型電子郵便物は、第５章（電子内容証明郵便）に規定する場合を除き、これを他の特殊取

扱とすることができません。 
 
 （差出方法等） 
第２１条 コンピュータ発信型電子郵便物は、次の区別に従い、それぞれ次により、当社が別に定める事業所に

差し出していただきます。 
(1) 前条（対象郵便物）第１項の規定により作成した電磁的方法による記録に係る記録媒体（当社が別に定
めるものに限ります。第２７条（電磁的記録媒体の返還）において「電磁的記録媒体」といいます。）によ

る差出し 
(2) 差出人の設置する電子計算機からの送信による差出し 
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(3) 当社が別に定めるところによる電子情報処理組織を使用した差出し 
２ 前項(1)の規定によりコンピュータ発信型電子郵便物を差し出そうとする者は、当社が別に定めるところに
より、利用の届出をしていただきます。ただし、次項の承認を受けた者については、この限りでありません。 
３ 第１項(2)の規定によりコンピュータ発信型電子郵便物を差し出そうとする者は、当社が別に定めるところ
により、当社が別に定める事業所の承認を受けていただきます。この場合において、承認は、当社が別に定め

る条件を満たしている場合に、これをします。 
４ 第１項(3)の規定によりコンピュータ発信型電子郵便物を差し出そうとする者（以下この章において「利用
者」といいます。）であって次条（料金の支払方法等）第３項の規定に基づき料金後納とするものは、当社が

別に定めるところにより差出事業所に電子情報処理組織を使用して申出をし、その承認を受けていただきます。

この場合において、その利用者は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力し

ていただきます。 
５ 次条（料金の支払方法等）第５項の規定に基づき内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の規定に

よりコンピュータ発信型電子郵便物の料金及び電子郵便料を支払おうとする利用者は、当社が別に定めるとこ

ろにより差出事業所に電子情報処理組織を使用して申出をし、その承認を受けていただきます。この場合にお

いて、その利用者は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力していただきま

す。 
６ 前２項の承認は、それぞれ次に定める場合にこれをするものとし、それぞれの承認をしたときは、電子情報

処理組織を使用してそれぞれの利用者にその旨を通知します。このとき、差出事業所は、電子情報処理組織を

使用して利用者にその差出事業所が指定する記号番号（以下この章において「利用者記号番号」といいま

す。）を通知します。 
 

区   別 承認する場合 
１ 第４項の承認 差出事業所が次条（料金の支払方法等）第３項に規定する料金後納の承認（後

納郵便物の差出方法について承認を要する場合は、その承認を含みます。第９項

及び第２３条の２（料金の支払方法に関する事項の変更承認）第２項において同

じとします。）を受けた者であることを確認した場合 
２ 第５項の承認 指定会社等が利用者から委託を受けた旨を差出事業所に通知した場合 

 
７ 第９条（差出方法等）第１０項又は第１１項の承認を受けた利用者は、それぞれ第４項又は第５項の承認を

受けたものとみなします。 
８ 第４項若しくは第５項の承認を受け、又は前項の規定によりこれらの承認を受けたものとみなされたコンピ

ュータ発信型電子郵便物の差出人は、差出しの際、当社が別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用

して差出事業所に当社が別に定める事項を通知していただきます。この場合において、その差出人は、差出事

業所の指示に従い、その事項を入出力装置から入力していただきます。 
９ 差出事業所は、次に定める差出人について、それぞれ次に定める場合には、コンピュータ発信型電子郵便物

を引き受けないものとし、電子情報処理組織を使用してその差出人にその旨を通知します。 
 

区   別 引き受けない場合 
１ 第４項の承認を受けた差出

人（第７項の規定により第４

項の承認を受けたものとみな

されたものを含みます。） 

 差出事業所が次条（料金の支払方法等）第３項に規定する料金後納の

承認を受けていることを確認できない場合 

２ 第５項の承認を受けた差出

人（第７項の規定により第５

項の承認を受けたものとみな

されたものを含みます。） 

 指定会社等から、差出人からの委託を受けない旨又は前項の通知に係

るコンピュータ発信型電子郵便物の料金及び電子郵便料について内国郵

便約款第６５条（クレジットカード払等）の規定に基づくその料金の支

払若しくはその料金に係る金銭債権の買取代金の支払をしない旨を通知

された場合 
 
１０ 差出事業所は、第２１条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出されたコンピュータ発信型電子郵
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便物を引き受けたときは、電子情報処理組織を使用して差出人にその旨を通知します。 
１１ 第１９条（取扱内容）第３項の規定により印刷物の同封を請求する場合においては、差出事業所の指示す

るところにより印刷物をその事業所に差し出していただきます。 
１２ 第１項（(3)を除きます。）の場合において、その郵便物の差出人は、差出事業所又は第３項の承認をした
事業所において交付する用紙に必要な事項を記載した上、これを差出事業所に提出していただきます。 

 
（注１） 第１項の当社が別に定める事業所は、別記６のとおりとします。 
（注２） 第１項(1)の当社が別に定めるものは、磁気テープ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、光デ

ィスク及びＵＳＢメモリとします。 
（注３） 第１項(3)、第５項及び第８項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所

の電子計算機へ次の区別に従い、それぞれ次に掲げるあて先で接続し、その電子計算機へ送信していた

だくこととします。 
 

区   別 あ て 先 
１ ２に掲げるとき以外のとき  https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/ 
２ 第３８条（取扱内容）第１項

に規定する電子内容証明郵便物

を差し出し、又はこれに係る通

知をするとき 

 http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/ 

 
（注４） 第２項の当社が別に定めるところは、あらかじめ当社所定の書面を第１項の事業所に提出していただ

くこととします。 
（注５） 第３項の当社が別に定めるところは、あらかじめ当社所定の書面を同項の事業所に提出していただく

こととします。 
（注６） 第３項の当社が別に定める事業所は、銀座支店及び大阪支店とします。 
（注７） 第３項の当社が別に定める条件は、次のとおりとします。 

１ 差出事業所の指示するところにより、第１項の事業所の電子計算機に対して良好に送信することが

できること。 
    ２ 自己の設置する電子計算機を用いて送信することによりコンピュータ発信型電子郵便物を差し出す

ため（注５）の書面を提出する事業所の料金後納の承認を受けていること。 
（注８） 第４項の当社が別に定めるところは、料金後納の承認（他店差出承認を要する場合は、その承認を含

みます。）を受けた後に、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ次の区別に従い、それ

ぞれ次に掲げるあて先で接続し、その電子計算機へ送信していただくこととします。 
 

区   別 あ  て  先 
１ ２に掲げるとき以外のとき  https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/ 
２ 第３８条（取扱内容）第１項

に規定する電子内容証明郵便物

を差し出し、又はこれに係る通

知をするとき 

 http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/ 

 
（注９） 第４項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ 利用者の氏名及び住所又は居所並びに電子メールアドレス 

２ 照合記号番号（差出事業所が指示する方法に従って利用者が自由に設定した記号又は番号をいいま

す。以下この章において同じとします。） 
    ３ 連絡先 

４ 内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項に規定する承認に際し当社が指定した番号 
５ その他差出事業所が指示する事項 

（注１０） 第５項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
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     １ （注９）の１から３までに規定する事項 
     ２ 利用するクレジットカードに記載されている事項（有効期限その他差出事業所が指示するものに

限ります。） 
     ３ 指定会社等の名称 
     ４ コンピュータ発信型電子郵便物の料金及び電子郵便料に関する支払請求書については、指定会社

等に送付することを依頼する旨 
     ５ その他差出事業所が指示する事項 
（注１１） 第８項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
     １ 照合記号番号及び利用者記号番号 
     ２ 色の区別 
     ３ 合計料金 
     ４ その他差出事業所が指示する事項 
 
 （料金の支払方法等） 
第２２条 前条（差出方法等）第１項(1)の規定により差し出す郵便物は、料金別納又は料金後納としていただ
きます。 
２ 前条（差出方法等）第１項(2)の規定により差し出す郵便物は、同条第３項の事業所の承認を受けて、料金
後納としていただきます。この場合においては、内国郵便約款第５４条（後納郵便物の差出方法）第１項の規

定は適用しません。 
３ 前条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出す郵便物は、料金後納としていただきます。この場合に
おいては、内国郵便約款第５４条（後納郵便物の差出方法）第１項及び第２項の規定は適用しません。 
４ 前項の規定により料金後納とする郵便物は、当社が別に定めるところにより差し出していただきます。 
５ 前条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出す郵便物の料金及び電子郵便料は、第３項の規定にかか
わらず、内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）に規定するところにより、差出人が指定会社等に委

託し、支払うことができます。 
６ 前項の規定により、前条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出す郵便物の料金及び電子郵便料を支
払おうとする場合にあっては、料金別納としていただきます。この場合においては、内国郵便約款第３章第２

節第２款（料金別納）の規定（第４９条（別納料金の支払方法等）第４項を除きます。）は適用しません。 
７ 指定会社等が、第５項の郵便物の料金及び電子郵便料又はそれらの料金に係る金銭債権の買取代金を当社の

指示に従い当社の指定する預金口座への振込の方法により支払ったときは、それらの料金は、内国郵便約款第

６５条（クレジットカード払等）の規定に基づき支払われたものとみなします。 
８ 指定会社等が第５項の郵便物の料金及び電子郵便料又はそれらの料金に係る金銭債権の買取代金を前項の規

定により支払わない場合にあっては、その郵便物の差出人は、当社の指示に従いその料金を支払っていただき

ます。 
９ コンピュータ発信型電子郵便物（前条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出されるものを除きま
す。）を差し出す場合においては、内国郵便約款第４９条（別納料金の支払方法等）第３項及び第５４条（後

納郵便物の差出方法）第２項の規定は、次項に規定する場合を除き、適用しません。 
１０ 私製の封筒又は私製の第１９条（取扱内容）第１項(1)イ(ｲ)の規定による取扱いをするための通信文用紙
を使用するコンピュータ発信型電子郵便物には、コンピュータ発信型電子郵便物である旨を示す当社が別

に定める表示をしていただきます。 
 
（注） 第１０項の当社が別に定める表示は、同項の封筒の表面の左上部（横に長いものにあっては、右上部）

又は同項の通信文用紙の差出事業所の指示する箇所に、別記７の規定による表示をするものとします。 
 
 （承認請求に係る申出内容の変更届） 
第２３条 第２１条（差出方法等）第３項の承認を受けた者は、その承認請求の際に申し出た内容を変更すると

きは、当社が別に定めるところにより、届出をしていただきます。 
２ 第２１条（差出方法等）第４項又は第５項の承認を受けた利用者は、これらの規定に規定する事項（当社が

別に定めるものを除きます。）を変更するときは、当社が別に定めるところにより差出事業所に電子情報処理

組織を使用して届出をしていただきます。この場合において、その利用者は、差出事業所の指示に従い、当社
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が別に定める事項を入出力装置から入力していただきます。 
 
（注１） 第１項の当社が別に定めるところは、直ちに当社所定の書面を第２１条（差出方法等）第３項の事業

所に提出していただくこととします。 
（注２） 第２項の当社が別に定めるものは、次のとおりとします。 

１ 内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項に規定する承認に際し当社が指定した番号 
    ２ クレジットカードに記載されている事項（有効期限を除きます。） 
    ３ 指定会社等の名称 
    ４ コンピュータ発信型電子郵便物の料金及び電子郵便料に関する支払請求書については、指定会社等

に送付することを依頼する旨 
（注３） 第２項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信して
いただくこととします。 

（注４） 第２項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ 氏名及び住所又は居所 
    ２ 照合記号番号及び利用者記号番号 
    ３ 変更年月日 
    ４ 変更の内容 
 
（料金の支払方法に関する事項の変更承認） 
第２３条の２ 第２１条（差出方法等）第４項又は第５項の承認を受けた利用者は、その承認に係る料金の支払

方法に関する事項（当社が別に定めるものに限ります。）を変更するときは、当社が別に定めるところにより

差出事業所に電子情報処理組織を使用して申出をし、その承認（以下この条において「変更承認」といいま

す。）を受けていただきます。この場合において、その利用者は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定め

る事項を入出力装置から入力していただきます。 
２ 変更承認は、次に定める事項について、それぞれ次に定める場合にこれをするものとし、それぞれの変更承

認をしたときは、電子情報処理組織を使用してその利用者にその旨を通知します。 
 

区   別 変更承認をする場合 
１ 第２１条（差出方法等）第４項の承認に係

る料金後納に関する事項 
差出事業所が第２２条（料金の支払方法等）第３項に

規定する料金後納の承認を受けた者であることを確認し

た場合 
２ 第２１条（差出方法等）第５項の承認に係

る内国郵便約款第６５条（クレジットカード

払等）の規定による料金の支払に関する事項 

内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の料

金の支払について、指定会社等が利用者から委託を受け

た旨を差出事業所に通知した場合 
 
（注１） 第１項の当社が別に定めるものは、次のとおりとします。 
    １ 内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項に規定する承認に際し当社が指定した番号 

２ クレジットカードに記載されている事項（有効期限を除きます。） 
３ 指定会社等の名称 

（注２） 第１項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信して
いただくこととします。 

（注３） 第１項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
１ 氏名及び住所又は居所 

    ２ 照合記号番号及び利用者記号番号 
    ３ 変更年月日 
    ４ 変更の内容 
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（みなし承認利用者の承認に係る変更） 
第２３条の３ 第２１条（差出方法等）第７項の規定により同条第４項又は第５項の承認を受けたものとみなさ

れた利用者（以下この章において「みなし承認利用者」といいます。）が、第１１条（承認請求に係る申出内

容の変更届）第２項の規定による届出をした場合は、その届出に係る事項について第２３条（承認請求に係る

申出内容の変更届）第２項の規定による届出がなされたものとみなします。 
２ みなし承認利用者が、第１１条の２（料金の支払方法に関する事項の変更承認）第１項の承認を受けた場合

は、その承認に係る事項について、前条（料金の支払方法に関する事項の変更承認）第１項の承認を受けたも

のとみなします。 
 
 （差出廃止届） 
第２４条 第２１条（差出方法等）第３項の承認を受けた者は、その承認に係るコンピュータ発信型電子郵便物

を差し出す必要がなくなったときは、当社が別に定めるところにより、届出をしていただきます。この場合に

おいて、その承認を行った事業所は、そのコンピュータ発信型電子郵便物の差出しに係る料金後納の承認を取

り消します。 
２ 第２１条（差出方法等）第４項若しくは第５項の承認を受けた利用者又はみなし承認利用者は、同条第１項

(3)の規定によりコンピュータ発信型電子郵便物を差し出す必要がなくなったときは、当社が別に定めるとこ
ろにより差出事業所に電子情報処理組織を使用して届出をしていただきます。この場合において、届出をする

利用者は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力していただきます。 
 
（注１） 第１項の当社が別に定めるところは、当社所定の書面を第２１条（差出方法等）第３項の事業所に提

出していただくこととします。 
（注２） 第２項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「https://webyubin.jpi.post.japanpost.jp/webyubin/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信して
いただくこととします。 

（注３） 第２項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ 氏名及び住所又は居所 
    ２ 照合記号番号及び利用者記号番号 
    ３ 差出しを廃止する年月日 
 
（電子情報処理組織による申出等の到達の時点） 
第２４条の２ 第２１条（差出方法等）第４項又は第５項の規定によりされた申出、同条第８項の規定によりさ

れた通知、第２３条（承認請求に係る申出内容の変更届）第２項の規定によりされた届出、第２３条の２（料

金の支払方法に関する事項の変更承認）第２項の規定によりされた申出及び前条（差出廃止届）第２項の規定

によりされた届出は、差出事業所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに差出

事業所に到達したものとみなします。 
 
 （引受けの停止） 
第２５条 第２１条（差出方法等）第３項の承認を受けた利用者が、内国郵便約款第５０条（料金後納）第３項

の規定により料金後納の取扱いの停止を受けたときは、その停止を受けている間、その承認を行った事業所は、

第２１条（差出方法等）第１項(2)の規定によるコンピュータ発信型電子郵便物の引受けを停止します。 
２ 第２１条（差出方法等）第４項の承認を受けた利用者又は同項の承認に係るみなし承認利用者が、次のいず

れかに該当するときは、差出事業所は、同条第１項(3)の規定によるコンピュータ発信型電子郵便物の引受け
を停止します。 
(1) 内国郵便約款第５０条（料金後納）第３項の規定により料金後納の取扱いの停止を受けた場合 
 (2) 第２３条（承認請求に係る申出内容の変更届）第２項の規定による届出をしなかった場合 
３ 第２１条（差出方法等）第５項の承認を受けた利用者又は同項の承認に係るみなし承認利用者が、次のいず

れかに該当するときは、差出事業所は、同条第１項(3)の規定によるコンピュータ発信型電子郵便物の引受け
を停止します。 
 (1) 指定会社等が第２２条（料金の支払方法等）第７項の規定による支払をしなかった場合 
 (2) 前項(2)に規定する場合 
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 （承認の取消し） 
第２６条 第２１条（差出方法等）第３項の承認を受けた者が、同項の条件を満たさなくなったときは、その承

認を行った事業所は、その承認を取り消します。この場合において、その事業所は、同条第１項(2)の規定に
より差し出されるコンピュータ発信型電子郵便物の差出しに係る料金後納の承認を併せて取り消します。 
２ 第２１条（差出方法等）第４項の承認を受けた利用者が、次のいずれかに該当する場合は、その承認を行っ

た事業所は、その承認を取り消します。 
 (1) 前条（引受けの停止）第２項の規定によりコンピュータ発信型電子郵便物の引受けを停止してもなお義
務を履行しないとき。 

 (2) １年以上コンピュータ発信型電子郵便物（第２１条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出すもの
に限ります。以下この条において同じとします。）の差出しをしなかったとき。 

 (3) 内国郵便約款第５０条（料金後納）第３項の規定により料金後納の承認を取り消されたとき。 
３ 第２１条（差出方法等）第５項の承認を受けた利用者が、次のいずれかに該当する場合は、その承認を行っ

た事業所は、その承認を取り消します。 
 (1) 前条（引受けの停止）第３項の規定によりコンピュータ発信型電子郵便物の引受けを停止しても指定会
社等又は差出人がなお義務を履行しないとき。 

 (2) １年以上コンピュータ発信型電子郵便物の差出しをしなかったとき。 
 (3) 指定会社等が第２１条（差出方法等）第５項の承認を受けた利用者からの委託を受けない旨その他その
利用者に係る第２２条（料金の支払方法等）第５項の規定に基づく内国郵便約款第６５条（クレジットカ

ード払等）の料金の支払に支障がある旨を申し出たとき。 
 (4) 指定会社等が内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の規定に基づく指定を取り消されたとき。 
４ 第２１条（差出方法等）第４項の承認に係るみなし承認利用者が、第１４条（承認の取消し）第２項の規定

により第９条（差出方法等）第１０項の承認を取り消された場合又は第２項(1)若しくは(2)のいずれかに該当
する場合は、第２１条（差出方法等）第７項の規定は適用しません。 
５ 第２１条（差出方法等）第５項の承認に係るみなし承認利用者が、第１４条（承認の取消し）第３項の規定

により第９条（差出方法等）第１１項の承認を取り消された場合又は第３項(1)若しくは(2)のいずれかに該当
する場合は、第２１条（差出方法等）第７項の規定は適用しません。 

 
 （電磁的記録媒体の返還） 
第２７条 第２１条（差出方法等）第１項(1)の規定により差し出された電磁的記録媒体は、電子計算機による
処理をした後、差出人に返還します。 
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   第４章 削除 
 
第２８条から第３７条まで 削除 
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第５章 電子内容証明郵便 
 
 （取扱内容） 
第３８条 内容証明の取扱いをする場合のコンピュータ発信型電子郵便（以下「電子内容証明郵便」といいま

す。）の取扱いは、当社が別に定める事業所において、次により、これをします。 
(1) 電子内容証明郵便とする郵便物（以下「電子内容証明郵便物」といいます。）を引き受けたときは、電子
計算機により通信文等を読み取り、通信文用紙に黒色のみで印字すること。 

(2) 次に規定する電子内容証明の取扱いをすること。 
ア 電子計算機により読み取った通信文等を、その電子計算機により記録するとともに、謄本とするため

の通信文用紙（以下単に「謄本」といいます。）に黒色のみで印字すること。 
イ アの規定により記録した通信文等と、引受けの際、電子計算機により通信文等を読み取り黒色のみで

印字した通信文用紙（以下「内容である文書」といいます。）及び謄本とを対照して符合することを認め

たときは、内容である文書及び謄本に、電子計算機により、差出年月日、その郵便物が電子内容証明郵

便物として差し出された旨、当社の名称及びページ数を記載し、並びに通信日付印の印影を表示するこ

と。 
ウ イの規定により証明された謄本は、差出人にこれを当社が別に定める取扱いとする郵便物により送付

するとともに、差出事業所において、アの規定により記録した通信文等その他謄本に係る情報を電磁的

方法による記録に係る記録媒体により保存すること。 
 (3) 印字した通信文用紙を電子内容証明郵便封筒に納めて封かんして作成した郵便物は、一般書留とする郵
便物の例により送達すること。 

２ 前項(1)の通信文用紙は、当社が別に定める大きさのものとし、その枚数は当社が別に定める枚数以内とし
ます。 
３ ２通以上の郵便物（当社が別に定める通数以内に限ります。）でその内容である文書の内容を同じくするも

の並びに内容である文書のうち名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする２通以上の郵便物（当社が別

に定める通数以内に限ります。）でそれぞれその名あて人にあてたものについて、差出人が請求する場合にあ

っては、その内容である文書のすべてを通じて謄本１通を作成します。 
４ 電子内容証明郵便物の差出人は、同時に差し出すその郵便物（当社が別に定める通数以内に限ります。）に

係る第１項(2)イの規定により証明された謄本について、まとめて送付することを請求することができます。 
５ 電子内容証明郵便の取扱いについては、第１９条（取扱内容）及び第２０条（対象郵便物）第１項の規定は、

適用しません。 
６ 電子内容証明の取扱いにおいては、郵便認証司による法第５８条第１号の認証を受けるものとします。 
 
（注１） 第１項本文の当社が別に定める事業所は、新東京支店とします。 
（注２） 第１項の当社が別に定める取扱いとする郵便物は、簡易書留とする郵便物とします。 
（注３） 第２項の当社が別に定める大きさは、日本工業規格Ａ４とします。 
（注４） 第２項の当社が別に定める枚数は、５枚とします。 
（注５） 第３項及び第４項の当社が別に定める通数は、１００通とします。 
 
 （対象郵便物） 
第３９条 電子内容証明郵便の取扱いは、次により作成された文書１通のみを内容とするコンピュータ発信型電

子郵便物（第２１条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出されるものに限ります。）につき、これをし
ます。 
(1) 内容である通信文、あて名等を差出事業所の指示するところにより記録する。 
(2) (1)の記録は、当社が別に定める仮名、漢字、数字、英字（固有名詞に限ります。）及び括弧、句点その他
一般に記号として使用されるものにより行う。 

２ 電子内容証明郵便物は、一般書留としていただきます。 
３ 電子内容証明郵便物は、当社が別に定める特殊取扱とすることができます。 
 
（注１） 第１項(2)の当社が別に定める仮名等は、別記８のとおりとします。 
（注２） 第３項の当社が別に定める特殊取扱は、速達及び配達証明とします。 
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（差出方法等） 
第４０条 電子内容証明郵便物を差し出そうとする者（以下この章において「利用者」といいます。）であって

第２２条（料金の支払方法等）第３項の規定に基づき料金後納とするものは、当社が別に定めるところにより

差出事業所に電子情報処理組織を使用して申出をし、その承認を受けていただきます。この場合において、そ

の利用者は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力していただきます。 
２ 第２２条（料金の支払方法等）第５項の規定に基づき内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）に規

定するところにより郵便物の料金及び電子郵便料を支払おうとする利用者は、当社が別に定めるところにより

差出事業所に電子情報処理組織を使用して申出をし、その承認を受けていただきます。この場合において、そ

の利用者は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力していただきます。 
３ 差出事業所は、前２項の規定による申出があった場合においては、電子情報処理組織を使用して利用者にそ

の差出事業所が指定する番号（以下この章において「利用者番号」といいます。）を通知します。 
４ 第２項の規定による申出をした利用者は、前項の規定により差出事業所から利用者番号を通知されたときは、

その差出事業所が指定するところにより、その通知があった日から起算して７日以内に、利用するクレジット

カードに記載されている事項及び利用者番号を電話により差出事業所に通知していただきます。 
５ 第１項及び第２項の承認は、それぞれ次に定める場合にこれをするものとし、それぞれの承認をしたときは、

電子情報処理組織を使用してそれぞれの利用者にその旨を通知します。 
 

区   別 承認する場合 
１ 第１項の承認 差出事業所が第２２条（料金の支払方法等）第３項に規定する料金後納の承認

（後納郵便物の差出方法について承認を要する場合は、その承認を含みます。）

を受けた者であることを確認した場合 
２ 第２項の承認 内国郵便約款第６５条（クレジットカード払等）の料金の支払について、指定

会社等が利用者から委託を受けた旨を差出事業所に通知した場合 
 
（注１） 第１項の当社が別に定めるところは、料金後納の承認（他店差出承認を要する場合は、その承認を含

みます。）を受けた後に、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信していただくこと
とします。 

（注２） 第１項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ 利用者の氏名及び住所又は居所 
    ２ 照合記号番号（差出事業所が指示する方法に従って利用者が自由に設定した記号又は番号をいいま

す。以下同じとします。） 
    ３ 連絡先 
    ４ 内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項に規定する承認に際し当社が指定した番号 
    ５ その他差出事業所が指示する事項 
（注３） 第２項の当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信していただくこと
とします。 

（注４） 第２項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ （注２）の１から３までに規定する事項 
    ２ 指定会社等の名称 
    ３ 電子内容証明郵便物の料金及び電子郵便料並びにこれに係る特殊取扱料に関する支払請求書につい

ては、指定会社等に送付することを依頼する旨 
    ４ その他差出事業所が指示する事項 
 
（承認請求に係る申出内容の変更届） 
第４０条の２ 前条（差出方法等）第１項又は第２項の承認を受けた利用者は、これらの規定又は同条第４項に

規定する事項（当社が別に定めるものを除きます。）を変更するときは、当社が別に定めるところにより差出
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事業所に電子情報処理組織を使用して届出をしていただきます。この場合において、その利用者は、差出事業

所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力していただきます。 
 
（注１） 当社が別に定めるものは、次のとおりとします。 

１ 内国郵便約款第５０条（料金後納）第１項に規定する承認に際し当社が指定した番号 
    ２ 指定会社等の名称 
    ３ 電子内容証明郵便物の料金及び電子郵便料並びにこれに係る特殊取扱料に関する支払請求書につい

ては、指定会社等に送付することを依頼する旨 
    ４ 利用者番号 
    ５ クレジットカードに記載されている事項（有効期限を除きます。） 
（注２） 当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信していただくこと
とします。 

（注３） 当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ 氏名及び住所又は居所 
    ２ 照合記号番号及び利用者番号 
    ３ 変更年月日 
    ４ 変更の内容 
 
（差出廃止届） 
第４０条の３ 第４０条（差出方法等）第１項又は第２項の承認を受けた利用者は、電子内容証明郵便物を差し

出す必要がなくなったとき又は指定会社等に委託をしないときは、当社が別に定めるところにより、電子情報

処理組織を使用して差出しを廃止する旨の届出をしていただきます。この場合において、その承認を受けた者

は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から入力していただきます。 
 
（注１） 当社が別に定めるところは、インターネットを介して、差出事業所の電子計算機へ

「http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/」のあて先で接続し、その電子計算機へ送信していただくこと
とします。 

（注２） 当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
    １ 氏名及び住所又は居所 
    ２ 照合記号番号及び利用者番号 
    ３ 差出しを廃止する年月日 
 
（第３章の規定の適用） 
第４０条の４ 電子内容証明郵便の取扱いについては、この章に規定するほか、第３章（コンピュータ発信型電

子郵便）（第２１条（差出方法等）第１項(3)の規定により差し出されるものに係る部分に限り、第１９条（取
扱内容）第１項(2)、第２０条（対象郵便物）第１項、第２１条（差出方法等）第４項から第７項まで、第２
３条（承認請求に係る申出内容の変更届）第２項、第２３条の２（料金の支払方法に関する事項の変更承認）、

第２３条の３（みなし承認利用者の承認に係る変更）、第２４条（差出廃止届）第２項並びに第２６条（承認

の取消し）第４項及び第５項を除きます。）に規定するところによります。この場合において、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとします。 
 
第２１条（差出方法等）第８項 第４項若しくは第５項の承認

を受け、又は前項の規定により

これらの承認を受けたものとみ

なされたコンピュータ発信型電

子郵便物 

第４０条（差出方法等）第１

項又は第２項の承認を受けた電

子内容証明郵便物 

第２１条（差出方法等）第９項 コンピュータ発信型電子郵便

物 
 電子内容証明郵便物 
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第２１条（差出方法等）第９項表

中１ 
第４項の承認を受けた差出人

（第７項の規定により第４項の

承認を受けたものとみなされた

ものを含みます。） 

第４０条（差出方法等）第１

項の承認を受けた差出人 

 第５項の承認を受けた差出人

（第７項の規定により第５項の

承認を受けたものとみなされた

ものを含みます。） 

第４０条（差出方法等）第２

項の承認を受けた差出人 
第２１条（差出方法等）第９項表

中２ 

コンピュータ発信型電子郵便

物の料金及び電子郵便料 
電子内容証明郵便物の料金及

び電子郵便料並びにこれに係る

特殊取扱の料金 
第２１条（差出方法等）第１０項 コンピュータ発信型電子郵便

物 
電子内容証明郵便物 

第２２条（料金の支払方法等）第

５項、第６項、第７項及び第８項 
電子郵便料  電子郵便料並びにこれに係る

特殊取扱料金 
 第２１条（差出方法等）第４

項又は第５項 
第４０条（差出方法等）第１

項又は第２項 
同条第８項 第２１条（差出方法等）第８

項 
第２３条（承認請求に係る申

出内容の変更届）第２項 
 第４０条の２（承認請求に係

る申出内容の変更届） 

第２４条の２（電子情報処理組織

による申出等の到達の時点） 

第２３条の２（料金の支払方

法に関する事項の変更承認）第

２項の規定によりされた申出及

び前条（差出廃止届）第２項 

及び第４０条の３（差出廃止

届） 

第２１条（差出方法等）第４

項の承認を受けた利用者又は同

項の承認に係るみなし承認利用

者 

第４０条（差出方法等）第１

項の承認を受けた利用者 

 コンピュータ発信型電子郵便

物 
 電子内容証明郵便物 

第２５条（引受けの停止）第２項 

 第２３条（承認請求に係る申

出内容の変更届）第２項 
 第４０条の２（承認請求に係

る申出内容の変更届） 
第２１条（差出方法等）第５

項の承認を受けた利用者又は同

項の承認に係るみなし承認利用

者 

 第４０条（差出方法等）第２

項の承認を受けた利用者 
第２５条（引受けの停止）第３項 

 コンピュータ発信型電子郵便

物 
 電子内容証明郵便物 

第２６条（承認の取消し）第２項 第２１条（差出方法等）第４

項 
 第４０条（差出方法等）第１

項 
第２６条（承認の取消し）第２項

(1) 
 コンピュータ発信型電子郵便

物 
 電子内容証明郵便物 

第２６条（承認の取消し）第２項

(2) 
 コンピュータ発信型電子郵便

物（第２１条（差出方法等）第

１項(3)の規定により差し出すも
のに限ります。以下この条にお

いて同じとします。） 

 電子内容証明郵便物 

第２６条（承認の取消し）第３項 第２１条（差出方法等）第５  第４０条（差出方法等）第２ 
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 項 項 
第２６条（承認の取消し）第３項

(1)及び(2) 
 コンピュータ発信型電子郵便

物 
 電子内容証明郵便物 

 
 
 （損害要償額の限度額） 
第４１条 電子内容証明郵便物の損害要償額の限度額は、内国郵便約款の規定にかかわらず、１００，０００円

とします。 
 
 （再度証明） 
第４２条 電子内容証明郵便物の差出人は、謄本の情報（第３８条（取扱内容）第１項(2)ウに規定する記録媒
体に記録されたものをいいます。以下同じとします。）に係る次条（謄本の情報の保存期間）の規定による保

存期間内に限り、差出事業所において第３８条（取扱内容）第１項(2)の規定による証明を受けることができ
ます。この場合において、その差出人は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を入出力装置から

入力していただきます。 
２ 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による法第５８条第１号の認証を受けるものとします。 
３ 電子内容証明郵便物の差出人のうち、第１項の入力ができない者にあっては、集配事業所（その事業所に併

設する郵便局等を含みます。）又は当社が別に定める事業所に申し出ることにより、第３８条（取扱内容）第

１項(2)の規定による証明を受けることができます。この場合において、その差出人は、郵便物の受領証を提
示し、前項に規定する事項を通知していただきます。 
４ 前項の証明を受ける場合の電子内容証明料については、申出の際、郵便切手又は現金等で支払っていただき

ます。 
 
（注１） 第１項の当社が別に定める事項は、次のとおりとします。 
   １ 照合記号番号、利用者番号及び郵便物の受領証に記載された引受番号 

２ 差出年月日 
３ 名あて人の氏名及び住所又は居所 
４ 差出人の氏名及び謄本の送付先として希望する住所又は居所 

（注２） 第３項の当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。 
 
 （謄本の情報の保存期間） 
第４３条 差出事業所における電子内容証明郵便物に係る謄本の情報の保存期間は、５年とします。 

 
 （あて名変更請求不能） 
第４４条 電子内容証明郵便物については、あて名の変更を請求することができません。 
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第６章 電話利用型電子郵便 
 
（取扱内容） 
第４５条 電話利用型電子郵便の取扱いは、事業所において、次により、これをします。 
 (1) 電話利用型電子郵便とする郵便物（以下「電話利用型電子郵便物」といいます。）を引き受けたときは、
電子計算機によりその通信文等を仮名、漢字、数字、英字及び括弧、句点その他一般に記号として使用さ

れるもの（当社が別に定めるものに限ります。）（以下「仮名等」といいます。）として記録し、送信を行う

こと。 
 (2) 通信文等を受信した後、次により送達すること。 
  ア 第４６条（対象郵便物）第１項(3)の規定により封筒型電子郵便通信文用紙を指定して作成されたもの 
    電子計算機により、封筒型電子郵便通信文用紙に黒色のみで通信文等を仮名等により印字し、その通信

文用紙を電子郵便封筒に納め、速達郵便物の例によること。 
  イ 第４６条（対象郵便物）第１項(3)の規定により台紙型電子郵便通信文用紙を指定して作成されたもの 
    電子計算機により、台紙型電子郵便通信文用紙に黒色のみで通信文等を仮名等により印字し、その通信

文用紙を電子郵便台紙に納め、速達郵便物の例によること。 
２ 第１項(2)の通信文用紙は、当社が別に定める大きさのものとします。 
 
（注１） 第１項(1)に規定する当社が別に定めるものは、別記９のとおりとします。 
（注２） 第２項の当社が別に定める大きさは、次のとおりとします。 

 
通信文用紙の種類 大きさ 

１ 封筒型電子郵便通信文用紙 日本工業規格Ａ４ 
２ 台紙型電子郵便通信文用紙 日本工業規格Ａ５ 

 
（対象郵便物） 
第４６条 電話利用型電子郵便の取扱いは、次により作成された通信文等を内容とする第一種郵便物につき、こ

れをします。 
 (1) 内容である通信文、あて名等を次条（差出方法等）第１項の事業所が指示するところによりその事業所
に通知する。 

 (2) (1)の通知は、前条（取扱内容）第１項(1)の規定により記録する仮名等を申し出ることにより行う。 
 (3) (1)の事業所が指示するところにより封筒型電子郵便通信文用紙又は台紙型電子郵便通信文用紙のいずれ
かを指定する。 

２ あて名のみが異なる２通以上の電話利用型電子郵便物を作成するときは、前項(1)の内容である通信文の通
知は、１通分を行うことで足ります。 
３ 電話利用型電子郵便物は、これを他の特殊取扱とすることができません。 
 
（差出方法等） 
第４７条 電話利用型電子郵便物は、当社が別に定めるところにより電話を使用して、当社が別に定める事業所

に差し出していただきます。この場合において、電話利用型電子郵便物を差し出そうとする者（以下この章に

おいて「利用者」といいます。）は、差出事業所の指示に従い、当社が別に定める事項を申し出ていただきま

す。 
２ 前項の場合において、差出事業所は、次条（料金の支払方法）第１項に規定する内国郵便約款第６５条（ク

レジットカード払等）の料金の支払について、指定会社等からその利用者からの委託を受けない旨又は前項後

段の申出に係る電話利用型電子郵便物の料金及び電子郵便料について同条の規定に基づくその料金の支払若し

くはその料金に係る金銭債権の買取代金の支払をしない旨を通知されたときは、その電話利用型電子郵便物を

引き受けないものとし、電話を使用してその利用者にその旨を通知します。 
 
（注１） 第１項の当社が別に定めるところは、「０１２０－９５３－９５３」又は「０９３－２８８－０８８

８」に電話をかけて交信していただくこととします。 
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（注２） 第１項の当社が別に定める事業所は、新東京支店とします。 
（注３） 第１項の当社が別に定める事項は、次の区別に従い、それぞれ次に掲げるものとします。 
 

区   別 事   項 
１ クレジットカードを利用して

次条（料金の支払方法）第１項

の規定による支払をするとき 

(1) 利用者の連絡先の氏名及び住所又は居所 
(2) 連絡先 
(3) 指定会社等の名称 
(4) 利用するクレジットカードに記載されている事項（有効期
限その他差出事業所が指示するものに限ります。） 

(5) 電話利用型電子郵便物の料金及び電子郵便料に関する支払
請求書については、指定会社等に送付することを依頼する旨 

(6) その他差出事業所が指示する事項 
２ １に掲げるとき以外のとき (1) １の(1)、(2)及び(5)に規定する事項 

(2) 指定会社等の名称 
(3) 電話番号（(2)の指定会社等が提供する電気通信役務に係る
ものに限ります。） 

(4) その他差出事業所が指示する事項 
 
（料金の支払方法） 
第４８条 電話利用型電子郵便物は、料金別納とし、郵便物の料金及び電子郵便料金は、内国郵便約款第６５条

（クレジットカード払等）に規定するところにより、差出人が指定会社等に委託し、支払っていただきます。

この場合においては、内国郵便約款第３章第２節第２款（料金別納）の規定（第４９条（別納料金の支払方法

等）第４項を除きます。）は適用しません。 
２ 指定会社等が、前項の郵便物の料金及び電子郵便料又はそれらの料金に係る金銭債権の買取代金を、当社の

指示に従い、当社の指定する預金口座への振込の方法により支払ったときは、それらの料金は、内国郵便約款

第６５条（クレジットカード払等）の規定に基づき支払われたものとみなします。 
３ 指定会社等が第１項の郵便物の料金及び電子郵便料又はそれらの料金に係る金銭債権の買取代金を前項の規

定により支払わない場合にあっては、その郵便物の差出人は、当社の指示に従い、その料金を支払っていただ

きます。 
 
（慶弔扱い） 
第４９条 電話利用型電子郵便物の差出人は、差出しの際、慶祝又は弔慰の取扱いを請求することができます。 
２ 前項の請求があった場合には、慶祝用又は弔慰用の電子郵便封筒又は電子郵便台紙を使用します。 
３ 電話利用型電子郵便物（第４６条（対象郵便物）第１項(3)の規定により台紙型電子郵便通信文用紙を指定
したものに限ります。）の差出人は、第１項の取扱いを請求する際、前項の電子郵便台紙に代え、当社が調製

した特別の電子郵便台紙のいずれかの使用を請求することができます。 
４ 当社は、前項に規定する特別の電子郵便台紙を使用する地域又は期間を限定することがあります。 
 
（配達日指定） 
第５０条 電話利用型電子郵便物の差出人は、差出しの際、差出しの日の翌日から起算して１０日以内の日に限

り、その郵便物の配達日を指定することができます。 
 
（配達時間帯希望） 
第５１条 前条の規定により配達日を指定した電話利用型電子郵便物で、差出しの際、差出人が希望する時間帯

（当社が別に定めるものに限ります。）にその郵便物を配達する取扱いを請求するものについては、これをそ

の希望した時間帯に配達します。ただし、配達事業所の業務上の支障等により、その希望した時間帯に配達す

ることができないことがあります。 
 
（注） 当社が別に定める時間帯は、次のいずれかのものとします。 
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   １ 午前９時頃から正午頃まで 
   ２ 正午頃から午後７時頃まで 
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   第７章 雑則 
 
 （閲覧） 
第５２条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 
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料金表 
 
通則 

 
 （消費税） 
１ 料金には、消費税（地方消費税を含みます。）が含まれています。 
 
 （料金の免除） 
２ 当社は、法第１１条の規定に基づきその規定によることとされる捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十

二日のジュネーヴ条約（昭和２８年条約第２５号）第５条第２項、第３３条第１項、第７４条第２項及び第１

２４条並びに戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約（昭和２８年条約

第２６号）第１４１条の規定によるべき場合は、この料金表に規定する料金を免除します。 
 
３ 当社は、法第１８条の規定に基づき、この料金表に規定する料金を免除することがあります。 
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第１表 ファクシミリ送信型電子郵便に関する料金 
 

料 金 の 区 別 料  金  額 
ファクシミリ送信型電子郵便物 ８０円

内容である文書の

枚数が１枚のもの 
 ５００円ア イに掲げるもの以外のもの 

内容である文書の

枚数が１枚を超え

るもの 

 １枚を超える
１枚ごとに１

００円の割合

で算出した額

を５００円に

加えた額 
内容である文書の

枚数が１枚のもの 
 ８２０円(ｱ) (ｲ)から(ｵ)までに掲げ

るもの以外のもの 
内容である文書の

枚数が１枚を超え

るもの 

 １枚を超える
１枚ごとに１

００円の割合

で算出した額

を８２０円に

加えた額 
内容である文書の

枚数が１枚のもの 
 １，４２０円(ｲ) 押し花付電子郵便台

紙を使用するもの 
内容である文書の

枚数が１枚を超え

るもの 

 １枚を超える
１枚ごとに１

００円の割合

で算出した額

を１，４２０

円に加えた額 
内容である文書の

枚数が１枚のもの 
 １，９２０円(ｳ) 刺しゅう付電子郵便

台紙を使用するもの 
内容である文書の

枚数が１枚を超え

るもの 

 １枚を超える
１枚ごとに１

００円の割合

で算出した額

を１，９２０

円に加えた額 
内容である文書の

枚数が１枚のもの 
 ２，９２０円(ｴ) 布製電子郵便台紙を

使用するもの 
内容である文書の

枚数が１枚を超え

るもの 

 １枚を超える
１枚ごとに１

００円の割合

で算出した額

を２，９２０

円に加えた額 
内容である文書の

枚数が１枚のもの 
 ４，９２０円

フ

ァ

ク

シ

ミ

リ

送

信

型

電

子

郵

便

料 

(1) (2)に掲げ
るもの以外

のもの 

イ 第１６条

（ 慶 弔 扱

い）第３項

の規定によ

り当社が調

製した特別

の電子郵便

台紙を使用

するもの 

(ｵ) 木製電子郵便台紙を
使用するもの 

内容である文書の

枚数が１枚を超え 
 １枚を超える
１枚ごとに１ 
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   るもの  ００円の割合
で算出した額

を４，９２０

円に加えた額 
通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 ４２０円黒色のみで通信文の印字

又は図画の記載を行うも

の 通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに３

０円の割合で

算出した額を

４２０円に加

えた額 
通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 ４４０円白色以外の色で通信文の

印字又は図画の記載を行

うもの 通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに５

０円の割合で

算出した額を

４４０円に加

えた額 
通信文用紙の枚数

が２枚のもの 
 ４７０円

ア イに掲げ

るもの以外

のもの 

通信文用紙の枚数が２枚

以上のものであって、黒

色のみで通信文の印字又

は図画の記載を行うもの

及び白色以外の色で通信

文の印字又は図画の記載

を行うものを含むもの 

通信文用紙の枚数

が２枚を超えるも

の 

 ２枚を超える
通信文用紙に

ついて、次の

区別に従いそ

れぞれ次に定

める額を合計

した額を４７

０円に加えた

額 
(ｱ) 黒色のみ
で通信文の

印字又は図

画の記載を

行うもの 
１枚ごと

に３０円の

割合で算出

した額 
(ｲ) 白色以外
の色で通信

文の印字又

は図画の記

載を行うも

の 
  １枚ごと

に５０円の

割合で算出

した額 

 

(2)  第 ９ 条
（差出方法

等）第９項

の規定によ

り差し出さ

れるもの 

イ 第１６ (ｱ) (ｲ)か 黒色のみで 通信文用紙の枚数  ７４０円
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 が１枚のもの  
 

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに３

０円の割合で

算出した額を

７４０円に加

えた額 
 通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 ７６０円

 

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに５

０円の割合で

算出した額を

７６０円に加

えた額 
 通信文用紙の枚数

が２枚のもの 
 ７９０円

 

ら ( ｵ )ま
で に 掲

げ る も

の 以 外

のもの 

通信文用紙

の枚数が２

枚以上のも

の で あ っ

て、黒色の

みで通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの

及び白色以

外の色で通

信文の印字

又は図画の

記載を行う

ものを含む

もの 

通信文用紙の枚数

が２枚を超えるも

の 

 ２枚を超える
通信文用紙に

ついて、次の

区別に従いそ

れぞれ次に定

める額を合計

した額を７９

０円に加えた

額 
Ａ 黒色のみ

で通信文の

印字又は図

画の記載を

行うもの 
１枚ごと

に３０円の

割合で算出

した額 
Ｂ 白色以外

の色で通信

文の印字又

は図画の記

載を行うも

の 
１枚ごと

に５０円の

割合で算出

した額 
 通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 １，３４０円

 

 条（慶弔扱

い）第３項

の規定によ

り当社が調

製した特別

の電子郵便

台紙を使用

するもの 

(ｲ ) 押し
花 付 電

子 郵 便

台 紙 を

使 用 す

るもの 

黒色のみで

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに３

０円の割合で

算出した額を 



- 33 - 

   １，３４０円
に加えた額 

通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 １，３６０円

    

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに５

０円の割合で

算出した額を

１，３６０円

に加えた額 
    通信文用紙の枚数

が２枚のもの 
 １，３９０円

    

通信文用紙

の枚数が２

枚以上のも

の で あ っ

て、黒色の

みで通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの

及び白色以

外の色で通

信文の印字

又は図画の

記載を行う

ものを含む

もの 

通信文用紙の枚数

が２枚を超えるも

の 

 ２枚を超える
通信文用紙に

ついて、次の

区別に従いそ

れぞれ次に定

める額を合計

した額を１，

３９０円に加

えた額 
Ａ 黒色のみ

で通信文の

印字又は図

画の記載を

行うもの 
１枚ごと

に３０円の

割合で算出

した額 
Ｂ 白色以外

の色で通信

文の印字又

は図画の記

載を行うも

の 
  １枚ごと

に５０円の

割合で算出

した額 
通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 １，８４０円黒色のみで

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに３

０円の割合で

算出した額を

１，８４０円

に加えた額 
通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 １，８６０円

   (ｳ ) 刺し
ゅ う 付

電 子 郵

便 台 紙

を 使 用

す る も

の 

白色以外の

色で通信文

の印字又は 通信文用紙の枚数  １枚を超える 
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図画の記載

を行うもの 
が１枚を超えるも

の 
 １枚ごとに５
０円の割合で

算出した額を

１，８６０円

に加えた額 
通信文用紙の枚数

が２枚のもの 
 １，８９０円

    

通信文用紙

の枚数が２

枚以上のも

の で あ っ

て、黒色の

みで通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの

及び白色以

外の色で通

信文の印字

又は図画の

記載を行う

ものを含む

もの 

通信文用紙の枚数

が２枚を超えるも

の 

 ２枚を超える
通信文用紙に

ついて、次の

区別に従いそ

れぞれ次に定

める額を合計

した額を１，

８９０円に加

えた額 
Ａ 黒色のみ

で通信文の

印字又は図

画の記載を

行うもの 
１枚ごと

に３０円の

割合で算出

した額 
Ｂ 白色以外

の色で通信

文の印字又

は図画の記

載を行うも

の 
１枚ごと

に５０円の

割合で算出

した額 
通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 ２，８４０円黒色のみで

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに３

０円の割合で

算出した額を

２，８４０円

に加えた額 
通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 ２，８６０円

   (ｴ ) 布製
電 子 郵

便 台 紙

を 使 用

す る も

の 

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに５

０円の割合で

算出した額を

２，８６０円

に加えた額 



- 35 - 

通信文用紙の枚数

が２枚のもの 
 ２，８９０円    通信文用紙

の枚数が２

枚以上のも

の で あ っ

て、黒色の

みで通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの

及び白色以

外の色で通

信文の印字

又は図画の

記載を行う

ものを含む

もの 

通信文用紙の枚数

が２枚を超えるも

の 

 ２枚を超える
通信文用紙に

ついて、次の

区別に従いそ

れぞれ次に定

める額を合計

した額を２，

８９０円に加

えた額 
Ａ 黒色のみ

で通信文の

印字又は図

画の記載を

行うもの 
１枚ごと

に３０円の

割合で算出

した額 
Ｂ 白色以外

の色で通信

文の印字又

は図画の記

載を行うも

の 
１枚ごと

に５０円の

割合で算出

した額 
通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 ４，８４０円黒色のみで

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに３

０円の割合で

算出した額を

４，８４０円

に加えた額 
通信文用紙の枚数

が１枚のもの 
 ４，８６０円白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

通信文用紙の枚数

が１枚を超えるも

の 

 １枚を超える
１枚ごとに５

０円の割合で

算出した額を

４，８６０円

に加えた額 
通信文用紙の枚数

が２枚のもの 
 ４，８９０円

   (ｵ ) 木製
電 子 郵

便 台 紙

を 使 用

す る も

の 

通信文用紙

の枚数が２

枚以上のも

の で あ っ

て、黒色の 

通信文用紙の枚数

が２枚を超えるも

の 

 ２枚を超える
通信文用紙に

ついて、次の 
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    みで通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの

及び白色以

外の色で通

信文の印字

又は図画の

記載を行う

ものを含む

もの 

  区別に従いそ
れぞれ次に定

める額を合計

した額を４，

８９０円に加

えた額 
Ａ 黒色のみ

で通信文の

印字又は図

画の記載を

行うもの 
１枚ごと

に３０円の

割合で算出

した額 
Ｂ 白色以外

の色で通信

文の印字又

は図画の記

載を行うも

の 
１枚ごと

に５０円の

割合で算出

した額 
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第２表 コンピュータ発信型電子郵便に関する料金 
 

料 金 の 区 別 料  金  額 
コンピュータ発信型電子郵便物 ８０円

通信文用紙

が１枚であ

るとき 

 ２６円

通信文用紙

が２枚であ

るとき 

 ３６円

通信文用紙

が３枚であ

るとき 

 ４６円

通信文用紙の

大きさが縦３

００．６ミリ

メートル、横

４２０ミリメ

ートルのもの 

通信文用紙

が４枚であ

るとき 

 ５６円

通信文用紙

が１枚であ

るとき 

 ２４円

通信文用紙

が２枚であ

るとき 

 ３１円

通信文用紙

が３枚であ

るとき 

 ３８円

通信文用紙の

大きさが縦２

５８．２ミリ

メートル、横

３６４ミリメ

ートルのもの 

通信文用紙

が４枚であ

るとき 

 ４５円

通信文用紙

が１枚であ

るとき 

 ２１円

通信文用紙

が２枚であ

るとき 

 ２６円

通信文用紙

が３枚であ

るとき 

 ３１円

当社にお

いて作製

した通信

文用紙を

使用する

もの 

通信文用紙の

大きさが縦３

００．６ミリ

メートル、横

２１０ミリメ

ートルのもの 

通信文用紙

が４枚であ

るとき 

 ３６円

通信文用紙

が１枚であ

るとき 

 ２２円

通信文用紙

が２枚であ

るとき 

 ２８円

コ

ン

ピ

ュ

｜

タ

発

信

型

電

子

郵

便

料 

(1) (2)に
掲 げ る

も の 以

外 の も

の 

ア イに掲

げるもの

以外のも

の 

当社におい

て作製した

封筒を使用

するもの 

私製の通

信文用紙

を使用す

るもの 

通信文用紙の

大きさが縦３

００．６ミリ

メートル、横

４２０ミリメ

ートルのもの 
通信文用紙

が３枚であ

るとき 

 ３４円
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 通信文用紙

が４枚であ

るとき 

 ４０円

通信文用紙

が１枚であ

るとき 

 ２１円

通信文用紙

が２枚であ

るとき 

 ２５円

通信文用紙

が３枚であ

るとき 

 ２９円

通信文用紙の

大きさが縦２

５８．２ミリ

メートル、横

３６４ミリメ

ートルのもの 

通信文用紙

が４枚であ

るとき 

 ３３円

通信文用紙

が１枚であ

るとき 

 １９円通信文用紙の

大きさが縦３

００．６ミリ

メートル、横

２１０ミリメ

ートルのもの 

通信文用紙

が２枚であ

るとき 

 ２２円

通信文用紙

が３枚であ

るとき 

 ２５円 

通信文用紙

が４枚であ

るとき 

 ２８円

通信文用紙

が１枚であ

るとき 

 ２３円

通信文用紙

が２枚であ

るとき 

 ３０円

通信文用紙

が３枚であ

るとき 

 ３７円

通信文用紙の

大きさが縦３

３０ミリメー

トル、横４２

０ミリメート

ルのもの 

通信文用紙

が４枚であ

るとき 

 ４４円

通信文用紙

が１枚であ

るとき 

 ２１円

通信文用紙

が２枚であ

るとき 

 ２５円

通信文用紙

が３枚であ

るとき 

 ２９円

     

通信文用紙の

大きさが縦２

２８．６ミリ

メートル、横

３６０．７ミ

リメートルの

もの 

通信文用紙  ３３円
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   が４枚であ

るとき 
 

私製封筒を使用するもの 「当社において作製した

封筒を使用するもの」欄

に定める額から５円を減

じた額 
印刷物を同封するもの 「当社において作製した

封筒を使用するもの」欄

又は「私製封筒を使用す

るもの」欄に定める額に

１円を加えた額 
当社において作製した通信

文用紙を使用するもの 
  １３円

 

通信文用紙

を折り曲げ

て密着する

もの 
私製の通信文用紙を使用す

るもの 
  ９円

黒色のみで

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

 １５円通信文用紙が１枚であると

き 

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 ６０円

黒色のみで

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

 ２０円

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 １１０円

通信文用紙が２枚であると

き 

その１枚は

黒色のみで

他の１枚は

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 ６５円

黒色のみで

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

 ２５円

  

イ 第２１

条（差出

方法等 
）第１項

(3)の規定
により差

し出され

たもの 

通信文用紙

の大きさが

日本工業規

格Ａ４のも

の 

通信文用紙が３枚であると

き 

白色以外の  １６０円
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色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 

その２枚は

黒色のみで

他の１枚は

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 ７０円

 

その１枚は

黒色のみで

他の２枚は

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 １１５円

黒色のみで

通信文の印

字又は図画

の記載を行

うもの 

 ３０円

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 ２１０円

その３枚は

黒色のみで

他の１枚は

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 ７５円

その２枚は

黒色のみで

他の２枚は

白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 １２０円

    

通信文用紙が４枚であると

き 

その１枚は

黒色のみで

他の３枚は 

 １６５円
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    白色以外の

色で通信文

の印字又は

図画の記載

を行うもの 

 

通信文用紙の枚数が１枚のもの  １５円

 

(2) 第３８条（取扱内容）に規定するも 
 の 通信文用紙の枚数が１枚を超えるもの  １枚を超

える１枚

ごとに５

円の割合

で算出し

た額を１

５円に加

えた額 
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第３表 削除 
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第４表 電子内容証明郵便に関する料金 
 

料 金 の 区 別 料  金  額 
電子内容証明郵便物 ８０円

通信文用紙の枚数が１枚

のもの 
 １５円電子内容証明郵

便物のコンピュ

ータ発信型電子

郵便料 

第３８条（取扱内容）に規定するもの 

通信文用紙の枚数が１枚

を超えるもの 
 １枚を超える
１枚ごとに５

円の割合で算

出した額を１

５円に加えた

額 
(1)に定める額に、謄本の送付方法に応じてそれぞれ(2)に定める額を加えて得た額 

郵便物の内容である文書

の謄本が１枚であるとき 
 ３６５円ア イに掲げ

るもの以外

のもの 郵便物の内容である文書

の謄本が１枚を超えると

き 

 １枚を超える
１枚ごとに

３４３円の割

合で算出した

額を３６５円

に加えた額 
１通はアに定める額とし、その他は１通ご

とに次の額 
(ｱ) 郵便物の内容である
文書の謄本が１枚であ

るとき 

 ２００円

(1) (2)に掲げるもの
以外のもの 

イ 第３８条

（ 取 扱 内

容）第３項

に規定する

もの 
(ｲ) 郵便物の内容である
文書の謄本が１枚を超

えるとき 

 １枚を超える
１枚ごとに

２００円の割

合で算出した

額を２００円

に加えた額 
第３８条（取扱内容）第

１項(2)ウの規定に基づく
送付 

 １通ごとに
２９０円 

電子内容証明料 

(2) 謄本の送付に係るもの 

第３８条（取扱内容）第

４項の規定に基づく送付 
 １回の差出し
ごとに４８０

円 
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第５表 電話利用型電子郵便に関する料金 
 

料 金 の 区 別 料  金  額 
電話利用型電子郵便物 ８０円

内容である通信文の文字

数が１５文字を超えない

もの 

 ５００円(1) (2)に掲げるもの以外のもの 

内容である通信文の文字

数が１５文字を超えるも

の 

 １５文字を超
える５文字ご

とに９０円の

割合で算出し

た額を５００

円に加えた額 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えない

もの 

 ８２０円ア イからオまで

に掲げるもの以

外のもの 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えるも

の 

 １５文字を超
える５文字ご

とに９０円の

割合で算出し

た額を８２０

円に加えた額 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えない

もの 

 １，４２０円イ 押し花付電子

郵便台紙を使用

するもの 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えるも

の 

 １５文字を超
える５文字ご

とに９０円の

割合で算出し

た額を１，４

２０円に加え

た額 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えない

もの 

 １，９２０円ウ 刺しゅう付電

子郵便台紙を使

用するもの 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えるも

の 

 １５文字を超
える５文字ご

とに９０円の

割合で算出し

た額を１，９

２０円に加え

た額 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えない

もの 

 ２，９２０円

電

話

利

用

型

電

子

郵

便

料 
(2) 第４９条（慶弔扱い）第３
項の規定により当社が調製し

た特別の電子郵便台紙を使用

するもの 

エ 布製電子郵便

台紙を使用する

もの 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えるも

の 

 １５文字を超
える５文字ご

とに９０円の

割合で算出し 
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   た額を２，９
２０円に加え

た額 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えない

もの 

 ４，９２０円

  

オ 木製電子郵便

台紙を使用する

もの 
内容である通信文の文字

数が１５文字を超えるも

の 

 １５文字を超
える５文字ご

とに９０円の

割合で算出し

た額を４，９

２０円に加え

た額 
 


